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みなさんこんにちは、只今ご紹介いただきました東京

都市大学の坂井と申します。簡単に経歴をご紹介いただ

きましたが、大学は建築学科を卒業し一級建築士です。

大学時代から都市計画に興味があり、特に本日の話にも

あります「公共空間」のうち「広場」のようなものに魅

せられて、大学を出た後は JR 東日本で働きました。その

当時はまだ携帯電話もなく、駅は皆さんの待ち合わせ場

所のようなところであり、「駅前広場」ではなく「駅」

そのものが広場になるのではないかと考え就職しました。

いろいろと活動する中で、デザイン的にも外部空間の設

計というものを勉強したいと考えましたが、当時の日本

ではそういうことを勉強する場所があまりなかったので、

アメリカに行きランドスケープを勉強してきました。そ

の後もササキアソシエイツというボストンの設計事務所

で働き、学務と実務の両面で活動してきました。外部空

間の設計に携わるうちに「公共とは？」といった哲学的

なことに取りつかれ、ロンドン大学で博士勉強をしたと

いう経歴になります。 

私が考えているのは「公共空間をどう作り、どうマネ

ジメントしていくか」とうことであり、本日は 80 分ぐら

いの話を予定しておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

本日の内容としては、まず「大丸有」というエリアマ

ネジメントの発祥のような場所の話をさせていただきま

す。2 番目に「エリアマネジメントとは」という教科書

的な話しをさせていただいて、3 番目に札幌市のエリア

マネジメントの話をさせていただきます。その後、「地

域再生エリアマネジメント負担金制度」ができてちょう

ど 1 年ぐらいになりますので、この話を少しだけさせて

いただきます。最後に、こういった考え方を先進的に進

めているアメリカとイギリスについて話をする予定です。 
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まずは大丸有の話です。大手町・丸の内・有楽町にま

たがるエリアになります。 

大丸有エリアは、有楽町駅を中心とした「有楽町エリ

ア」、東京駅を中心とした「丸の内エリア」、大手町は

JR 線というよりは多くの地下鉄が集積している誰もが知

る「大手町エリア」です。「この 3 つのエリアを一体的

に考えよう」ということを言い始めたのが 1990 年代にな

ります。まだ東京駅が現在のように復元されていない、い

わゆる昭和時代の「丸の内」と「有楽町」と「大手町」を

一体的に考え、それらをつなぐ「仲通り」といった軸を

考え都市を形成していくことになります。 

1990 年代、東京においては六本木など他のエリアでも

業務集積の都市開発がすすみました。それまで東京を代

表するオフィス街であった丸の内については「丸の内の

たそがれ」と題する記事が日経新聞に載り、危機感があ

ったということも背景にあります。 

本日はエリアマネジメントについて教科書的に簡単な

説明をしますが、「ハード整備」と「ソフト」、つまり

都市空間を作ると同時に、それをマネジメントする組織

をどう作っていくかといったところが鍵になります。 
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大丸有の場合、1988 年に民間企業等が建物をそれぞれ

建替えなければならないということで、この時は民間地

権者等が 89 社集まり「協議会」を立ち上げました。当初

は民間だけでしたが、その後、丸の内がある千代田区や

東京都、また東京駅がありますので JR 東日本といった、

公共や公共的な団体が参加し、公民まちづくり組織とい

うことで「大丸有地区まちづくり懇談会」を立ち上げた

のが 8 年後の 1996 年頃となります。こういった活動を

していく中で、エリアマネジメント組織といったものを

立ち上げたのが 2002 年ということになります。この時

には民間まちづくり組織の企業や、公民まちづくり組織

のメンバーにプラスして就業者・学生等も入ってきます。

つまり「街に来る人、街で働く人」も巻き込んだ活動を

始めたのが 2002 年頃になります。 
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このエリアマネジメント組織になるまでの数十年の間

に「まちづくりガイドライン」を作成し、このガイドラ

インで「将来像・ルール・手法」を決めた上で、「まち

のつくりかたや、つくって終わりでなく、その後にどの

ように運営していくのだ」ということをエリアマネジメ

ント組織で考え、「つくる作り方とその使い方」といっ

たことを組織的にも考えてきたわけです。その後は、

「公的空間活用組織」や「環境共生推進組織」といった

様々な活動を中心とした組織がスピンアウトをしていき

ます。 

ここからは「まちづくりガイドライン」の話をさせて

いただきます。基本的な理念としては 3 本の柱があり、1

つ目は「将来像の設定」となります。民間だけでも 89 社

あり、そこに千代田区や東京都、JR などの大きな組織が

入ってくると、やはり将来像を 1 つのものにするだけでも

大きな仕事になります。また将来像は絵に描いた餅にな

ってはいけないので、2 つ目の柱は「ルール」を作るこ

とです。将来に向かってやっていくには、ともに都市空

間を形成していく「ルール」が必要となります。さらに、

空間整備をすすめる手法「整備手法」を含めた 3 本の柱

としています。 

また、「ガイドラインというものは決めたら最後では

ない、それは進化するものだ」といった理念を最初に決

めており、このガイドラインもどんどん進化しています。

現在では最初に作られたものから 4 代目か 5 代目ぐらい

になっています。 
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それでは「将来像」について説明します。大丸有では

「持続可能な開発」を掲げています。具体的には「経済

的」にも発展しなくてはいけない、しかし「社会」そし

て「環境」を基礎に「文化」を作っていくといったバラ

ンスのとれた持続可能な開発をしていく。また、イベン

トや交流会を開催し広く「社会」との関わりを実現する、

といったことになります。 

丸の内といえばそれまでは日本を代表する大企業の本

社等が並んでいて、広く開くというよりは、閉じてそれ

ぞれが黙々と仕事をしているイメージでした。しかし、

まちを開いていくということを将来像として入れていま

す。もちらん安全・安心でなくてはならないし、それに
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間の設計に携わるうちに「公共とは？」といった哲学的

なことに取りつかれ、ロンドン大学で博士勉強をしたと

いう経歴になります。 

私が考えているのは「公共空間をどう作り、どうマネ

ジメントしていくか」とうことであり、本日は 80 分ぐら

いの話を予定しておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

本日の内容としては、まず「大丸有」というエリアマ

ネジメントの発祥のような場所の話をさせていただきま

す。2 番目に「エリアマネジメントとは」という教科書

的な話しをさせていただいて、3 番目に札幌市のエリア

マネジメントの話をさせていただきます。その後、「地

域再生エリアマネジメント負担金制度」ができてちょう

ど 1 年ぐらいになりますので、この話を少しだけさせて

いただきます。最後に、こういった考え方を先進的に進

めているアメリカとイギリスについて話をする予定です。 
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まずは大丸有の話です。大手町・丸の内・有楽町にま
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ア」、東京駅を中心とした「丸の内エリア」、大手町は

JR 線というよりは多くの地下鉄が集積している誰もが知

る「大手町エリア」です。「この 3 つのエリアを一体的

に考えよう」ということを言い始めたのが 1990 年代にな

ります。まだ東京駅が現在のように復元されていない、い

わゆる昭和時代の「丸の内」と「有楽町」と「大手町」を

一体的に考え、それらをつなぐ「仲通り」といった軸を

考え都市を形成していくことになります。 

1990 年代、東京においては六本木など他のエリアでも

業務集積の都市開発がすすみました。それまで東京を代

表するオフィス街であった丸の内については「丸の内の

たそがれ」と題する記事が日経新聞に載り、危機感があ
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本日はエリアマネジメントについて教科書的に簡単な

説明をしますが、「ハード整備」と「ソフト」、つまり
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のメンバーにプラスして就業者・学生等も入ってきます。

つまり「街に来る人、街で働く人」も巻き込んだ活動を

始めたのが 2002 年頃になります。 
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あり、そこに千代田区や東京都、JR などの大きな組織が

入ってくると、やはり将来像を 1 つのものにするだけでも

大きな仕事になります。また将来像は絵に描いた餅にな

ってはいけないので、2 つ目の柱は「ルール」を作るこ

とです。将来に向かってやっていくには、ともに都市空

間を形成していく「ルール」が必要となります。さらに、

空間整備をすすめる手法「整備手法」を含めた 3 本の柱

としています。 

また、「ガイドラインというものは決めたら最後では

ない、それは進化するものだ」といった理念を最初に決

めており、このガイドラインもどんどん進化しています。

現在では最初に作られたものから 4 代目か 5 代目ぐらい

になっています。 
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それでは「将来像」について説明します。大丸有では

「持続可能な開発」を掲げています。具体的には「経済

的」にも発展しなくてはいけない、しかし「社会」そし

て「環境」を基礎に「文化」を作っていくといったバラ

ンスのとれた持続可能な開発をしていく。また、イベン

トや交流会を開催し広く「社会」との関わりを実現する、

といったことになります。 

丸の内といえばそれまでは日本を代表する大企業の本

社等が並んでいて、広く開くというよりは、閉じてそれ

ぞれが黙々と仕事をしているイメージでした。しかし、

まちを開いていくということを将来像として入れていま

す。もちらん安全・安心でなくてはならないし、それに
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よってアイデンティティや愛着感といったものも作って

いくことが、結局はサスティナブルにつながっていくと

いうようなことを将来像として掲げています。先程の 4

つの言葉のどれが欠けてもいけない将来像になります。 

次に目標を掲げています。目標として「国際的なビジ

ネスのまち」を掲げ、リードするというところを昨今の

大丸有は非常に意識しています。グローバルな社会で、

日本を代表する東京、さらにその東京を代表する丸の内

といったような気負いを言葉にしているわけです。さら

に文化を大事にすることや、情報化時代、風格、便利、

環境、安全・安心、そして最後が地域、行政、来街者が

協力して育てるといったことをガイドラインの 8 つの目

標として掲げています。 
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図表６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからはそのガイドラインの中身の話になります。

冒頭でもお話しましたが、大きく軸を作り、そして拠点

ゾーンや拠点みたいなものを作ろうということを最初に

はっきりと出しています。ビルの各所有者が、都市の空

間構造のイメージを共有するうえで大事な図となります。 

また歩行者が便利に、安全・安心に歩ける街を形成す

るために、「地上」と「地下」という両方の側面で考え

ています。だいたい地下街というのはだんだん広がって

いくとわかりにくくなっていくところもありますが、地

下であっても非常にわかりやすい地下街にしようという

ことになっています。また、地下というところも実は

「私人の土地」と「公共」があり、さらに「公共」とい

っても区道は区で都道は都、国道は国というようになっ

ています。それらが協力して同じように段差がなく整備

するなど、安心・安全に歩ける街にするためにはいろい

ろとやることがあります。そういったことをガイドライ

ンの中で示しています。 

大丸有の活動の一つの柱に駐車場のネットワーク化が

あります。大規模ビルを作るときには必ず設置しなけれ

ばならない附置義務駐車場の台数というものがあり、大

丸有全体では相当数の駐車場があります。これまでは駐

車場はビルごとの管理になっており、利用者としては駐

車場を探し廻るようなこともありました。そのような状

況から、個別に運営するのではなく一体的な運用システ

ムを構築しました。 

一体的な運用ですから、丸の内に来た人が目的のビル

の駐車場以外にも停められるようになりました。この結

果、昔からは考えられないですが、最近では子連れのお

母様方が丸の内で買い物をされています。それぞれが持

っていた附置義務の駐車場を一体的に運営することによっ

て、「丸の内は車で行っても大丈夫」というイメージとな

り、来街者が増えるということになります。 

すでにある資産を地域でマネジメントする、一体的に

マネジメントするといったシステムを作ることで実現し

たということです。エリアマネジメントの大きな財源と

しては「駐車場」と「広告」というふうに言われていま

す。丸の内ではすでにある附置義務を、一体的なシステ

ムにするというところから始まっています。 

また、もともと歴史的な建造物が大丸有エリアにはあ

り、これは地域の資産だからみんなで守りながら開発を

していこうといったことも決めていました。昔の建築基

準法では建築物の高さが制限されており、その高さどお

りに丸の内のビルは作られていました。丸の内では今後

の再開発によって、建築物を高層化するにしてもこの

「31ｍライン」は残そうということをガイドラインで決

めています。 

その結果、（図表 7 の写真では）31ｍの「基壇」とい

われる建築物の上に高層ビルが建ち並んでいます。歩い

ていらっしゃる方からは、目線的にこの 31ｍが揃って見

えることとなり一体的な景観を演出しています。 
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図表７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また「にぎわいの空間」を自分のビルの空間に取り込

んで計画することも、ガイドラインで言及しています。

公共空間と地上階の部分で賑わい空間を創出し、計画に

よっては 2 階の部分にも賑わいを取り込む工夫、もしく

は地下との連続性をつくりだすことによって地下にも賑

わいが流れるような工夫です。この断面（図表 7 の右下

図）も重要な断面になります。先の 31ｍの景観に加えて、

街並みの賑わいをどうやって各建築物の計画に組み入れ

るのか、ルールがつくられているということです。「丸

の内に行くといつも人が楽しそうでいいよね。」といっ

た雰囲気をつくり出すための空間計画を、ガイドライン

の中で説明していることになります。 

こういった高層ビルの計画の際には、必ず総合設計や

特定街区、地区計画等、昨今は都市再生法の都市再生な

ど、様々な開発制度が利用されます。特に、容積率を緩

和するために足元にいわゆる「公開空地」、「有効空地」

といった公的な空間が創出されるかと思います。この空

地の計画については、その配置は街路の交差点に、また

仲通りであれば仲通り沿いに配置することによって、仲

通りが歩きやすく、また交差点ではゆったりとした公開

空地となるように、大丸有では空地誘導コンセプトとし

て作っています。 

このように都市空間の整備について「まちづくりガイド

ライン」にまとめられていますが、このガイドラインは

改訂もされていくわけです。また、そこから派生して屋

外広告物のガイドラインであったり、緑環境デザインマ

ニュアル、サインデザインマニュアルなど、様々なマニ

ュアルが派生していきます。 

繰り返しになりますが、大丸有では最初に再開発をす

るという民間の集まりが公民連携組織の懇談会になり、

その後、エリマネ組織になっていきました。再開発に際

してエリアの都市空間をどのように作り出し、その後に

はどのように運営していくのか、を組織的に展開してき

ているということです。 

 

図表８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからは本日のお題でもある「公共空間の利活用」

ということで、丸の内の公共空間の利活用をどういうふ

うにエリアマネジメントでやっているかということをお

話します。私は公開空地を「公的空間」と呼んでいます

が、本日は公開空地も「公共空間」と名付けます。図表

8の写真は新丸ビルの足元の公開空地です。 

この写真を見て「これはおかしいんじゃないか」と思

っていただいた方は、ある意味正しい感覚ともいえます。

公開空地で営利的な目的の行為をすることは、もちろん

行政に許可を受けなければなりませんし、その許可も行

政ごとの運用指針等があり、自由に利用できるわけでは

ありません。 

東京都は公開空地を広く利活用できるように、いわゆ

るニックネームになりますが、「東京都しゃれた街並み

づくり推進条例」を作っています。この中で「まちづく

り団体の登録制度」というのが一番有名で取りざたされ

ますが、実は 3 本柱であり、もう一つがこの「街並みの

景観づくり制度」、もう一つが「街区再編まちづくり制

度」になり、実はこれは東京都が都市基盤整備の一環で

決めた条例になります。本日はエリアマネジメントの話

になりますので、この「まちづくり団体の登録制度」を

作ったというところに光をあててお話します。 
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よってアイデンティティや愛着感といったものも作って

いくことが、結局はサスティナブルにつながっていくと

いうようなことを将来像として掲げています。先程の 4

つの言葉のどれが欠けてもいけない将来像になります。 

次に目標を掲げています。目標として「国際的なビジ

ネスのまち」を掲げ、リードするというところを昨今の

大丸有は非常に意識しています。グローバルな社会で、

日本を代表する東京、さらにその東京を代表する丸の内

といったような気負いを言葉にしているわけです。さら

に文化を大事にすることや、情報化時代、風格、便利、

環境、安全・安心、そして最後が地域、行政、来街者が

協力して育てるといったことをガイドラインの 8 つの目

標として掲げています。 
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ここからはそのガイドラインの中身の話になります。

冒頭でもお話しましたが、大きく軸を作り、そして拠点

ゾーンや拠点みたいなものを作ろうということを最初に

はっきりと出しています。ビルの各所有者が、都市の空

間構造のイメージを共有するうえで大事な図となります。 

また歩行者が便利に、安全・安心に歩ける街を形成す

るために、「地上」と「地下」という両方の側面で考え

ています。だいたい地下街というのはだんだん広がって

いくとわかりにくくなっていくところもありますが、地

下であっても非常にわかりやすい地下街にしようという

ことになっています。また、地下というところも実は

「私人の土地」と「公共」があり、さらに「公共」とい

っても区道は区で都道は都、国道は国というようになっ

ています。それらが協力して同じように段差がなく整備

するなど、安心・安全に歩ける街にするためにはいろい

ろとやることがあります。そういったことをガイドライ

ンの中で示しています。 

大丸有の活動の一つの柱に駐車場のネットワーク化が

あります。大規模ビルを作るときには必ず設置しなけれ

ばならない附置義務駐車場の台数というものがあり、大

丸有全体では相当数の駐車場があります。これまでは駐

車場はビルごとの管理になっており、利用者としては駐

車場を探し廻るようなこともありました。そのような状

況から、個別に運営するのではなく一体的な運用システ

ムを構築しました。 

一体的な運用ですから、丸の内に来た人が目的のビル

の駐車場以外にも停められるようになりました。この結

果、昔からは考えられないですが、最近では子連れのお

母様方が丸の内で買い物をされています。それぞれが持

っていた附置義務の駐車場を一体的に運営することによっ

て、「丸の内は車で行っても大丈夫」というイメージとな

り、来街者が増えるということになります。 

すでにある資産を地域でマネジメントする、一体的に

マネジメントするといったシステムを作ることで実現し

たということです。エリアマネジメントの大きな財源と

しては「駐車場」と「広告」というふうに言われていま

す。丸の内ではすでにある附置義務を、一体的なシステ

ムにするというところから始まっています。 

また、もともと歴史的な建造物が大丸有エリアにはあ

り、これは地域の資産だからみんなで守りながら開発を

していこうといったことも決めていました。昔の建築基

準法では建築物の高さが制限されており、その高さどお

りに丸の内のビルは作られていました。丸の内では今後

の再開発によって、建築物を高層化するにしてもこの

「31ｍライン」は残そうということをガイドラインで決

めています。 

その結果、（図表 7 の写真では）31ｍの「基壇」とい

われる建築物の上に高層ビルが建ち並んでいます。歩い

ていらっしゃる方からは、目線的にこの 31ｍが揃って見

えることとなり一体的な景観を演出しています。 
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はどのように運営していくのか、を組織的に展開してき

ているということです。 
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ここからは本日のお題でもある「公共空間の利活用」

ということで、丸の内の公共空間の利活用をどういうふ
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公開空地で営利的な目的の行為をすることは、もちろん

行政に許可を受けなければなりませんし、その許可も行

政ごとの運用指針等があり、自由に利用できるわけでは

ありません。 

東京都は公開空地を広く利活用できるように、いわゆ

るニックネームになりますが、「東京都しゃれた街並み

づくり推進条例」を作っています。この中で「まちづく

り団体の登録制度」というのが一番有名で取りざたされ

ますが、実は 3 本柱であり、もう一つがこの「街並みの

景観づくり制度」、もう一つが「街区再編まちづくり制

度」になり、実はこれは東京都が都市基盤整備の一環で

決めた条例になります。本日はエリアマネジメントの話

になりますので、この「まちづくり団体の登録制度」を

作ったというところに光をあててお話します。 
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図表９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「公開空地等」の活用を通じて、地域の特性を生かし

魅力を高めるまちづくり活動を主体的に行う団体は、ま

ずはこの制度に登録する必要があります。登録後は「内

容等がまちの活性化に資すると認められるもの」につい

ては有料であっても、許可されるということが登録した

メリットになります。 

この登録団体になれるのは、特定街区や再開発等促進

地区、総合設計制度など、いわゆる緩和制度を使って公

開空地を作っているプロジェクトです。公開空地等は広

さもある程度の広さがないとそのような活動ができない

ということで、活用できる面積が 1500 ㎡以上です。登録

した団体は先程申し上げたようなメリットがあるといっ

た仕組みです。実はこの制度の第一号は「大丸有」では

なく「虎ノ門ヒルズ」になりますが、今は 70 以上の団体

がこの制度に登録していて、東京で公開空地を使ってイ

ベントや楽しそうなことをやっているのは、だいたいこ

の団体と思っていただいてよろしいかと思います。 

 

 

 

 

 

次に道路空間です。 

この道路空間の看板（図表 11 の写真の真ん中下）に

は、「URBAN TERRACE」、「のむ・たべる」と書いてあり

月曜～金曜、毎日 11 時～15 時までの 4 時間やっていま

す。最初はまずこの空間をどう作ったかの話です。 

 

図表１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もともとの道路は「歩道：6ｍ、車道：9ｍ、歩道：6ｍ」

の車道が優先した空間でした。それを仲通りの整備計画

の中で、歩道をそれぞれ 1ｍずつ広くし、さらには歩道

と車道の段差をなくし、一体的な空間を計画しました。

歩道と車道で同じ素材を使用することで一体的な空間と

しています。 

こうした空間整備のうえに、仲通りは国家戦略特区の

道路占用許可の特例をうけています。 
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図表１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大丸有を南北に貫通する仲通り（図表 13 の黄緑）があ

ります。そして行幸通り（図表 13 の水色）という象徴的

な通りがありますが、この 2 つの通り、さらにここは地

上と地下をそれぞれ利活用することがこの特区によって

可能になっています。可能になったのはいいが、可能にし

てもらったということはエリアマネジメント組織として

は責任を持って「どんなイベントをするか」ということ

を的確に判断していかなくてはならないといったことに

なります。 

例えば、飲料会社が主催者として「新商品ができたの

でぜひあそこでイベントを行いたい」となった時、その

使用に関してはエリアマネジメント組織が一手に引き受

けて、道路管理者や交通管理者の方々に審査を持って行

くことになります。 

 

図表１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも大丸有としてそのイベントが地域のイメージ

としてふさわしいのかという判断をする必要があります。

そこで「道路空間利用のご案内」という冊子を作ってい

ます。 

 

 

 

図表１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この「道路空間利用のご案内」は非常に簡便にできて

いて、キーワードは「世界に向けた情報発信」、「日

本・東京の中心としての存在」、「大丸有地区内外の活

動等の促進」、「就業者・来街者への憩いの場を提供」

するというものです。これに沿うようなイベントであれ

ばぜひやっていただきたいですし、我々も色々と協力し

ますといった手引きを作っています。つまり、空間を作

る時の「まちづくりガイドライン」、そして道路空間を

利用するときの手引き。「手引き」という言葉を「ご案

内」と柔らかに表現していますが、これらがあると、

様々な利用の仕方の提案に対して、手引き等を見せなが

ら折衝ができるわけです。 

エリアマネジメント組織としてはエリアのブランドイ

メージをキープできる、また、イベントを開催したいと

思った人にもしっかりと理解していただくという仕組み

になっています。 

 

ここから「エリアマネジメントとは」ということにつ

いてお話しします。近年、都市間競争が激しくなってき

て「質の良い空間」を創造し、整備した後に持続可能に

管理運営していくための仕組みが必要となっています。

一定の広がりを持った特定のエリアを決めて、そこに合

った独自の管理・運営が必要になってきたわけです。行

政のこれまでの都市計画は公正・公平である必要があり、

エリアを限って対応することは難しい背景がありました。

一定のエリアについて、エリアのステークホルダーが主

体的に管理運営を行うということがエリアマネジメント

のスタートです。 
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もともとの道路は「歩道：6ｍ、車道：9ｍ、歩道：6ｍ」

の車道が優先した空間でした。それを仲通りの整備計画
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この「道路空間利用のご案内」は非常に簡便にできて

いて、キーワードは「世界に向けた情報発信」、「日

本・東京の中心としての存在」、「大丸有地区内外の活

動等の促進」、「就業者・来街者への憩いの場を提供」

するというものです。これに沿うようなイベントであれ

ばぜひやっていただきたいですし、我々も色々と協力し

ますといった手引きを作っています。つまり、空間を作

る時の「まちづくりガイドライン」、そして道路空間を

利用するときの手引き。「手引き」という言葉を「ご案

内」と柔らかに表現していますが、これらがあると、

様々な利用の仕方の提案に対して、手引き等を見せなが

ら折衝ができるわけです。 

エリアマネジメント組織としてはエリアのブランドイ

メージをキープできる、また、イベントを開催したいと

思った人にもしっかりと理解していただくという仕組み

になっています。 

 

ここから「エリアマネジメントとは」ということにつ

いてお話しします。近年、都市間競争が激しくなってき

て「質の良い空間」を創造し、整備した後に持続可能に

管理運営していくための仕組みが必要となっています。

一定の広がりを持った特定のエリアを決めて、そこに合

った独自の管理・運営が必要になってきたわけです。行

政のこれまでの都市計画は公正・公平である必要があり、

エリアを限って対応することは難しい背景がありました。

一定のエリアについて、エリアのステークホルダーが主

体的に管理運営を行うということがエリアマネジメント

のスタートです。 
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図表１６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「つくることだけでなく、育てること」を、住民・事

業者・地権者といった使う人、利用する人が一緒になり、

主体的に自らがまず始め、関わり合いながら進めること

が必要となります。 

 

図表１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にお話しする外国の事例は、ここにある地域の課

題からはじまっています。大丸有も「たそがれ」と言わ

れてしまうような課題がありました。その課題に向かう

とみなさん一体になりやすいということもありますが、

やはりその地域の課題をみんなが共有して、ビジョンを

持って立ち向い、地域価値を上げる、もしくはそれまで

気がつかなかった価値を創造する。 

また本日の大丸有や、この後の札幌、海外の事例を通

してお伝えしたいのは、エリアマネジメントの結果のひ

とつとして、公共施設や公開空地、道路などの「より効

果的な管理・運営が可能になるかもしれない」というこ

とです。 

計画段階から、整備後の利用や運営の手法、つまりエ

リアマネジメントを考えて空間整備をしていくことの重

要性。つまり、空間を作りながら運営していく組織も同

時に作っていくということが大事なことです。これはバ

ブル時期、もしくはバブル前の都市開発がたくさんあっ

た時代もありましたけど、つくって終わりといったこと

から得た教訓でもあります。 

エリアマネジメント活動のメリットとしては先程もあ

りました「持続可能にその環境を守っていく」、「活力

をつけて価値を増やす」といったことで、アメリカでは

その価値が確実に向上しています。 

 

図表１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に札幌市のエリアマネジメントについてお話します。

札幌の話をするのは3つ理由があります、1つ目は日本で

も多くの街でエリアマネジメントが取り組まれていますが、

財政的に安定しているエリアマネジメントをしているの

が「札幌駅前通まちづくり株式会社」です。2 点目は、

エリアマネジメントでも 2 つぐらいのタイプがあり、私は

「既成市街地型」と「再開発型」と呼んでいますが、再開

発型の「駅前通地区」と、もう一つの既成市街地型の

「大通地区」というその 2 つのタイプが隣接していると

いうことから、札幌の事例をお話します。3 つ目はたま

たまですが、熊本市と札幌市はあまり接点がないようで

すが、人口密度でみると札幌と熊本はほぼ同じ、もちろ

ん熊本のほうが真ん中に集中していますので少し高いぐ

らいです。熊本と札幌は人口密度的にそう変わらないと
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いうことでこちらで話をしても大丈夫かと思い持ってま

いりました。 

 札幌は、「札幌駅」があり、有名な「大通公園」があ

り「すすきの」があります。札幌は明治以降に都市計画

的に作られた街なので、駅と大通公園の間がいわゆる

「官庁街」で道庁も札幌市役所もこの間にあります。大

通公園と「すすきの」の間がいわゆる「商業街」、そし

て「すすきの」の「歓楽街」があり、官庁街→商業街→

歓楽街が一本の軸の上に作られています。 

「駅前通地区」、つまり駅と大通公園までの間は、前

の札幌冬季オリンピックの時に大規模なビル開発が行わ

れました。つまり、今は更新期です。プラス 2003 年にな

りますが、札幌駅に大きなホテルと商業施設、いわゆる

駅ビルができました。それまでは札幌の商業といえば、

大通地区の四つ角に三越もあって一番の目抜きだったわ

けです。それが 2003 年の JR タワーの開業で、駅前の賑

わいが大きくなり、大通地区が危機感を持っているよう

な状況となっています。 

対して「大通地区」といわれるのは大通公園と「すす

きの」の間で、6 つも商店街があります。有名な狸小路

商店街もありますが、中小規模が非常に密集していて老

朽化してきているけど、なかなか建替えの話も進まない、

いわゆる旧市街地の場所となっている。この 2 つの地区

でエリアマネジメントが別々におこなわれています。 

 

図表２０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

まずはこの駅前通りについて話をします。駅前通りが

エリアマネジメントを始めた契機は公共事業でした。札

幌駅と大通公園の下にある大通駅は、地下鉄では一駅分

となります。札幌の街は、大通のほうまで行けばかなり

広い地下街が広がっていますが、札幌駅から大通のとこ

ろまでは地下道がありませんでした。しかし、地下道を

いよいよ作ろうという話になり、その作る時の工夫の一

つが、歩行空間の両脇に 4ｍ幅の空間をとった「広場空

間」です。これは歩道扱いではありますが、条例で「広

場」となっています。大通駅から札幌駅まで 500ｍ近い

地下道が続いていて、真ん中が歩行空間になりますが、

その両脇に短期貸出スペースや、また交差点広場みたい

に少し引きがあるような空間を作っています。 

 

図表２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下を作る時には、公共事業となりますので札幌市が

先導を切り、駅前の関係者と札幌市で開発と管理に関す

る「札幌駅前通協議会」というものを作っています。駅

前通地区の沿道は前のオリンピック時に整備したものが

多く、建替えの時期にあったので、都市計画的には地区

計画をかけています。同時に「駅前地下広場条例」を作

って、地下道の両脇 4ｍのエリアについて、札幌市がそ

の共用時間や使用料等を設定しました。そして札幌市の

整備後に指定管理者の公募を行い、「札幌駅前通まちづ

くり株式会社」が選定されました。 

札幌駅前通まちづくり株式会社には、先程の札幌駅前

通協議会や商工会等が入っており、「にぎわいやストリ

ート文化を作り、安心・安全な街」といったことを掲げ

ている団体で、指定管理者としてその広場空間を管理す

るということになりました。 

指定管理となりますので、このまちづくり会社にはも

ちろん指定管理の費用が入ります。プラス、広告事業に

ついてもこのまちづくり会社が行っています。通りの全

長が 500ｍもあるため、ここの広告は長さが 30ｍもあっ

て、2 か所だったと思いますが、かなり長い広告になっ

ています。大丸有の話の時に、エリマネの 2 大財源確

保は「駐車場」と「広告」だと申し上げましたが、広告

事業もこの会社の収益となりますのでかなり主要な柱に

なっています。 

─ 123 ── 122 ─



第 27 回講演会「公共空間の利活用とエリアマネジメント」 

- 122 - 

図表１６ 
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「つくることだけでなく、育てること」を、住民・事

業者・地権者といった使う人、利用する人が一緒になり、

主体的に自らがまず始め、関わり合いながら進めること

が必要となります。 
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いうことでこちらで話をしても大丈夫かと思い持ってま
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「駅前通地区」、つまり駅と大通公園までの間は、前
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りますが、札幌駅に大きなホテルと商業施設、いわゆる
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大通地区の四つ角に三越もあって一番の目抜きだったわ

けです。それが 2003 年の JR タワーの開業で、駅前の賑

わいが大きくなり、大通地区が危機感を持っているよう
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に少し引きがあるような空間を作っています。 

 

図表２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下を作る時には、公共事業となりますので札幌市が

先導を切り、駅前の関係者と札幌市で開発と管理に関す

る「札幌駅前通協議会」というものを作っています。駅

前通地区の沿道は前のオリンピック時に整備したものが

多く、建替えの時期にあったので、都市計画的には地区

計画をかけています。同時に「駅前地下広場条例」を作

って、地下道の両脇 4ｍのエリアについて、札幌市がそ

の共用時間や使用料等を設定しました。そして札幌市の

整備後に指定管理者の公募を行い、「札幌駅前通まちづ

くり株式会社」が選定されました。 

札幌駅前通まちづくり株式会社には、先程の札幌駅前

通協議会や商工会等が入っており、「にぎわいやストリ
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ている団体で、指定管理者としてその広場空間を管理す
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指定管理となりますので、このまちづくり会社にはも

ちろん指定管理の費用が入ります。プラス、広告事業に

ついてもこのまちづくり会社が行っています。通りの全

長が 500ｍもあるため、ここの広告は長さが 30ｍもあっ

て、2 か所だったと思いますが、かなり長い広告になっ

ています。大丸有の話の時に、エリマネの 2 大財源確

保は「駐車場」と「広告」だと申し上げましたが、広告

事業もこの会社の収益となりますのでかなり主要な柱に
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ただし、気を付けなければならないことが「広告は

なんでも出していいのか」といったことです。大丸有の

話で「イベントはなんでもやっていいのか」ということ

と同様の話です。ここでもやはりコンセプトを作って、

この歩行者空間に出す広告のデザインについては審査委

員会を設け、「もう少しここのところはこうしていただ

きたい」といったご意見を申し上げ、この空間に合うよ

うな広告を出してもらうというようなことをやっていま

す。こういった取組は大丸有でも行っています。 

 

図表２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次は広場使用料の話です。「チ・カ・ホ」と呼んでい

る札幌の地下歩行空間で、図表 23 にはホームページを載

せています。ホームページにも「平日 150,000 円（税

込）、土日祝 180,000 円（税込）」と使用料なども出て

います。この 3 か所の交差点広場や細長い 4ｍ幅の空間

で事業をする使用料についても条例の中で決めており、

また、その使用料を指定管理者が収受するといったこと

が協定書に書かれており、収益の流れがつくられていま

す。 

 

図表２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下の話をしましたが、次は地上の話です。札幌駅と

大通駅の間は、地区計画をかけてこれから建替えが進む

とお話ししましたが、地区計画のエリアでなにを決めた

かというと、整備される地下街との接続についてです。

地下が整備されると、地上の商業が廃れるのではないか

という懸念もあり、地上は地上で賑わいを出すようにし

なくてはならないということで、先程の大丸有でもあっ

たような、建築計画の街路からの引き込みやセットバッ

ク等を地区計画でかけています。 

さらに「北三条広場」という広場が地上に整備されま

した。北海道庁、昔の道庁で国指定になっている建築物

がありますが、赤レンガの昔の建物があって観光客は必

ずここに行って写真を撮るような場所です。その前の道

路空間の道路を廃止して、都市計画施設広場にしていま

す。少し難しいシステムにはなっていますが、区分とし

ては都市計画決定広場で、ここにも条例を作りました。

条例では「豊かな市民生活」、「独自の都市文化の創造」

といったことを記載しています。両脇には三井不動産ビ

ルと日本生命ビルが建設され、それぞれの公開空地と広

場空間によって都市空間をうみだしています。ここも人

気がありいつもイベント等が行われている状況です。 

先程の仲通りもそうでしたが、ここでも利用するため

の「手引き」を指定管理者が作っています。この手引き

には、「大人の文化を享受できる空間」、「札幌の美し

さを感じられる空間」、「四季を通じて憩い楽しめる空

間」といった大きなビジョンがあって、それに沿って使

ってくださいということを示しています。 

 

図表２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北三条広場についても、「広場活用推進会議」といっ

たものを設けて、指定管理者だけで決めるのではなく、

また、どんなイベントを行っていいわけではなく、活用

をするための配慮等についてわかりやすくガイドライン
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で示しています。このガイドラインも良いので時間があ

れば見ていただければと思います。 

 

図表２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌駅前通まちづくり株式会社は、地下街や北三条広

場の指定管理者を受けて、広場の利用料等が入る仕組み

が作られているところに出来たエリアマネジメントなの

で、財源的には安定していると考えられます。 

 

 ここからは大通地区の市街地のエリアマネジメントの

話となります。市街地のエリアマネジメントです。先程

申し上げたように 6 つも商店街がありますし、なかなか

建替えも進まない、といった状況です。 

 

図表２６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動は、掃除して街をキレイにしようといったベーシ

ックなところから始まっています。そしてやはり駐車場

です。この地区も中小規模とはいえそれぞれに附置義務

があり、各自整備した駐車場があり、それがバラバラに

営業している状態でした。その運営を共通駐車券として

一括にやりましょうということで、「大通のエリアに行

けば必ず自動車は停められる」といったシステムができ

ています。広告事業もあります。そして、大通まちづく

り株式会社の活動の一つのポイントはファシリティマネ

ジメント事業です。ビルにエレベーターがあれば必ず保

守管理業務があります。それまではそれぞれが個別に保

守管理の折衝等を行っていましたが、その保守管理業務

をまちづくり会社が一手にまとめて効率的におこなうよ

うになっています。 

 

図表２７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここからが公共空間の利用としては重要なところにな

ります。大通地区は駅前通りのように大きな公共事業が

入るわけでもなく、大規模な開発があり公開空地ができ

るわけでもなく、今ある歩道、今ある道路をなんとか使

って活動を続けてきました。こうした継続的な活動が評

価され、都市再生整備推進法人の第一号に指定されまし

た。 

歩道等を掃除したり、OPENCAFE や歩行者天国をやった

り、駐輪対策アクションプランなど、いろいろなことを

やってきたことが認められ、都市再生整備推進法人にな

ったわけです。この都市再生整備推進法人も公共空間を

利活用する時に使える手法で、全国のいろいろなまちが

使っています。これを使うことで、通常、歩道上では恒

常的な収益施設を作ることができませんが、それを可能

にしています。 

 

図表２８ 
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ただし、気を付けなければならないことが「広告は

なんでも出していいのか」といったことです。大丸有の

話で「イベントはなんでもやっていいのか」ということ

と同様の話です。ここでもやはりコンセプトを作って、

この歩行者空間に出す広告のデザインについては審査委

員会を設け、「もう少しここのところはこうしていただ

きたい」といったご意見を申し上げ、この空間に合うよ

うな広告を出してもらうというようなことをやっていま

す。こういった取組は大丸有でも行っています。 

 

図表２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次は広場使用料の話です。「チ・カ・ホ」と呼んでい

る札幌の地下歩行空間で、図表 23 にはホームページを載

せています。ホームページにも「平日 150,000 円（税

込）、土日祝 180,000 円（税込）」と使用料なども出て

います。この 3 か所の交差点広場や細長い 4ｍ幅の空間

で事業をする使用料についても条例の中で決めており、

また、その使用料を指定管理者が収受するといったこと

が協定書に書かれており、収益の流れがつくられていま

す。 
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地下の話をしましたが、次は地上の話です。札幌駅と

大通駅の間は、地区計画をかけてこれから建替えが進む

とお話ししましたが、地区計画のエリアでなにを決めた

かというと、整備される地下街との接続についてです。

地下が整備されると、地上の商業が廃れるのではないか

という懸念もあり、地上は地上で賑わいを出すようにし

なくてはならないということで、先程の大丸有でもあっ

たような、建築計画の街路からの引き込みやセットバッ

ク等を地区計画でかけています。 

さらに「北三条広場」という広場が地上に整備されま

した。北海道庁、昔の道庁で国指定になっている建築物

がありますが、赤レンガの昔の建物があって観光客は必

ずここに行って写真を撮るような場所です。その前の道

路空間の道路を廃止して、都市計画施設広場にしていま

す。少し難しいシステムにはなっていますが、区分とし

ては都市計画決定広場で、ここにも条例を作りました。

条例では「豊かな市民生活」、「独自の都市文化の創造」

といったことを記載しています。両脇には三井不動産ビ

ルと日本生命ビルが建設され、それぞれの公開空地と広

場空間によって都市空間をうみだしています。ここも人

気がありいつもイベント等が行われている状況です。 

先程の仲通りもそうでしたが、ここでも利用するため

の「手引き」を指定管理者が作っています。この手引き

には、「大人の文化を享受できる空間」、「札幌の美し

さを感じられる空間」、「四季を通じて憩い楽しめる空

間」といった大きなビジョンがあって、それに沿って使

ってくださいということを示しています。 
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北三条広場についても、「広場活用推進会議」といっ

たものを設けて、指定管理者だけで決めるのではなく、

また、どんなイベントを行っていいわけではなく、活用

をするための配慮等についてわかりやすくガイドライン
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で示しています。このガイドラインも良いので時間があ

れば見ていただければと思います。 
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が作られているところに出来たエリアマネジメントなの

で、財源的には安定していると考えられます。 

 

 ここからは大通地区の市街地のエリアマネジメントの

話となります。市街地のエリアマネジメントです。先程

申し上げたように 6 つも商店街がありますし、なかなか

建替えも進まない、といった状況です。 
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をまちづくり会社が一手にまとめて効率的におこなうよ

うになっています。 
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ここからが公共空間の利用としては重要なところにな
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るわけでもなく、今ある歩道、今ある道路をなんとか使

って活動を続けてきました。こうした継続的な活動が評
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た。 

歩道等を掃除したり、OPENCAFE や歩行者天国をやった

り、駐輪対策アクションプランなど、いろいろなことを

やってきたことが認められ、都市再生整備推進法人にな

ったわけです。この都市再生整備推進法人も公共空間を

利活用する時に使える手法で、全国のいろいろなまちが

使っています。これを使うことで、通常、歩道上では恒

常的な収益施設を作ることができませんが、それを可能

にしています。 
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次に、大通地区の狸小路の一番端に「創成川公園」と

いう細長いかつての用水沿いに公園が整備されました。

この公園と狸小路の交点を広場にしています。大通地区

には先程新しく作った公共空地はないと申し上げました

が、唯一作られたのがこの広場で、札幌市が所有していま

す。 

 

図表２９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広場は都市公園の一部になりますので、都市公園の指

定管理者がその広場も管理しています。広場の「運営協

議会」といったものを立ち上げ、大通まちづくり株式会

社はその運営協議会の事務局として入っています。ここ

でイベントを開催する際の手続きですが、利用者は札幌

市にも許可がいる、指定管理者にも許可がいる、運営協

議会にも話をする必要があるというプロセスになってい

ます。 

つまり、大通まちづくり株式会社は今までいろんなこ

とを一生懸命やってきて、念願の新しい広場ができまし

たが、システム的にはなかなか実力が発揮できない状況

になっている。「札幌市」と「運営協議会」と「指定管

理者」に話を通して、さらにもう一回札幌市に話を戻し

てイベントができるといったフローになっています。こ

れを見るとイベント実施者としては道のりが長いと感じ

ることでしょう。先程の「駅前通り」では指定管理と同

時にこういったイベントの采配も「手引き」等を作って

運営しており、一手にワンストップで行われていました。 

ここまでの話をまとめますと、駅前通地下広場は「条

例広場」で、北三条広場は「都市計画決定広場」、狸二

条広場は長細い都市公園の一部となりますので「都市公

園」という扱いです。その中で、それぞれにイベントを

したいという人が通さなければならないプロセスがそれ

ぞれに違いました。それは別に行政資産であるからとい

うよりは、「作り方」や「使い方」により違っていると

いうことです。 

 

 ここからは 2018 年に地域再生法が改正されてできるよ

うになった「地域再生エリアマネジメント負担金制度」

について少しだけお話します。 

エリアマネジメントは日本各地で始められていますが、

「財源」をどうやって確保するかということは、エリア

マネジメント組織の課題であり、もしくはこれからやろ

うとしている方々も財源をどうしていいかわからないか

らなかなか踏み切れないといったことをよく聞きます。

これらの課題は内閣府の中でもいろいろと議論をしてお

り、私も札幌市の事例等について内閣府で話をし、様々

な議論を経て、この「地域再生エリアマネジメント負担

金制度」というものが作られました。 

 

図表３１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは市町村がエリアマネジメントの前に、地域の再

生計画を内閣府に対して申請し、市町村が認定されるこ

とがワンステップ目です。その認定を受けた市町村が地

域再生計画に沿って、その地域（エリア）の再生をする

ための活動計画の作成をエリアマネジメント団体が行い

ます。エリアマネジメント団体はその活動計画を作りま

すが、この場合は 3 分の 2 以上の事業者の同意が必要と
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なります。活動計画が認定されると、市町村は「負担金

条例」というものを作ります。そして受益者は市町村に

その負担金を払います。図表 32 では、エリアマネジメン

ト団体と受益者（事業者）が同じ人のように書いてあり

ますが、エリアマネジメント団体と受益者が違う場合も

あります。もちろんエリアマネジメント団体と受益者が

イコールでもいいです。エリアマネジメント団体が活動

計画を立て活動をすると、その活動等によって収入が増

えたりする小売業やサービス業、不動産賃貸業の方など、

益を受ける方が負担金を支払います。これは特別税とな

りますので、一度市町村に納めなければならないという

仕組みになっています。 

 

図表３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜエリアマネジメント団体と受益者の間だけででき

ないかというと、エリアマネジメントの場合は「フリー

ライダー」という問題があります。会費を活動費として

いろいろな活動をしていくわけですが、その会費を払っ

ていない人も賃料が上がったり、売上が増えるといったこ

とが起こります。これまでエリアで活動する際に、フリー

ライダーの存在が課題となっていました。 

エリアマネジメントをすることによってエリアの価値

を上げていく、もしくは持続可能にその価値を下げさせ

ないといったことに取り組んでもらうのはこれから非常

に大事なことです。内閣府が進めたのは特別税といった

枠組みを作り、団体が活動計画に沿って活動をすすめる

財源にするためです。 

活動計画とは具体的には、イベント系事業、公共空間

整備運用事業、情報発信系事業、公共サービス系事業、

経済活動基盤強化系事業というようなものが想定されて

います。イベントをしたり歩行者空間をキレイにしたり、

憩いの場の提供、プロモーション、交通、防災などの活

動などです。 

受益者が負担金を払って、市町村はそれをエリアマネ

ジメント団体に渡してエリアマネジメント活動をします。

その結果、来訪者が増えたり、街のブランドが上がった

りすることにつながるというのが制度の目的です。 

 

 ここからは少し海外の話をさせていただきます。 

BID（Business Improvement District）は、ビジネスを

改良する特別区となります。特別区内での特別税をもと

に清掃や安心安全の向上のための活動をはじめ、付加価

値を付けていきます。 

有名なのはブライアント・パークの事例ですが、42 丁

目の通りにあるニューヨーク市立図書館と一緒にある公

園です。 

1970 年代はこの公園だけではありませんが、行っては

いけない公園と言われていたほど荒廃した場所で、いわ

ゆるドラッグディーラーが取引をしたり、ドラッグを使

用したりしている状況でした。そんなことは日本人から

はあまり考えられないのですが、そういう時代がありま

した。 

公園の周りのビジネス街の事務所ビル等のオーナーが

集まり、まずはその状況をなんとかできないかと所有者

であるニューヨーク市公園課と管理するための「管理協

定書」を締結します。公園の維持管理に加えて、管理協

定の際、再生に向けて協定にレストランやテラスの開設

も含めています。また、それとほぼ同時期に先程の BID

を設定しています。 
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まずは再整備計画です。もともとは階段も狭く、柵が

あっていかにも公園の中は通りから見えない空間でした。

空間構成の課題を解決するために、階段を広くしたり植

栽を整理するなどし、開放的な公園に再整備しました。

今は（図表 34 の写真のように）移動式の椅子が置かれて
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次に、大通地区の狸小路の一番端に「創成川公園」と

いう細長いかつての用水沿いに公園が整備されました。

この公園と狸小路の交点を広場にしています。大通地区

には先程新しく作った公共空地はないと申し上げました

が、唯一作られたのがこの広場で、札幌市が所有していま

す。 
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広場は都市公園の一部になりますので、都市公園の指
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これらの課題は内閣府の中でもいろいろと議論をしてお

り、私も札幌市の事例等について内閣府で話をし、様々

な議論を経て、この「地域再生エリアマネジメント負担
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まずは市町村がエリアマネジメントの前に、地域の再

生計画を内閣府に対して申請し、市町村が認定されるこ

とがワンステップ目です。その認定を受けた市町村が地

域再生計画に沿って、その地域（エリア）の再生をする

ための活動計画の作成をエリアマネジメント団体が行い

ます。エリアマネジメント団体はその活動計画を作りま

すが、この場合は 3 分の 2 以上の事業者の同意が必要と
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なります。活動計画が認定されると、市町村は「負担金

条例」というものを作ります。そして受益者は市町村に

その負担金を払います。図表 32 では、エリアマネジメン

ト団体と受益者（事業者）が同じ人のように書いてあり

ますが、エリアマネジメント団体と受益者が違う場合も

あります。もちろんエリアマネジメント団体と受益者が

イコールでもいいです。エリアマネジメント団体が活動

計画を立て活動をすると、その活動等によって収入が増

えたりする小売業やサービス業、不動産賃貸業の方など、

益を受ける方が負担金を支払います。これは特別税とな

りますので、一度市町村に納めなければならないという

仕組みになっています。 
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なぜエリアマネジメント団体と受益者の間だけででき

ないかというと、エリアマネジメントの場合は「フリー

ライダー」という問題があります。会費を活動費として

いろいろな活動をしていくわけですが、その会費を払っ

ていない人も賃料が上がったり、売上が増えるといったこ

とが起こります。これまでエリアで活動する際に、フリー

ライダーの存在が課題となっていました。 

エリアマネジメントをすることによってエリアの価値

を上げていく、もしくは持続可能にその価値を下げさせ

ないといったことに取り組んでもらうのはこれから非常

に大事なことです。内閣府が進めたのは特別税といった

枠組みを作り、団体が活動計画に沿って活動をすすめる

財源にするためです。 

活動計画とは具体的には、イベント系事業、公共空間

整備運用事業、情報発信系事業、公共サービス系事業、

経済活動基盤強化系事業というようなものが想定されて

います。イベントをしたり歩行者空間をキレイにしたり、

憩いの場の提供、プロモーション、交通、防災などの活

動などです。 

受益者が負担金を払って、市町村はそれをエリアマネ

ジメント団体に渡してエリアマネジメント活動をします。

その結果、来訪者が増えたり、街のブランドが上がった

りすることにつながるというのが制度の目的です。 

 

 ここからは少し海外の話をさせていただきます。 

BID（Business Improvement District）は、ビジネスを

改良する特別区となります。特別区内での特別税をもと

に清掃や安心安全の向上のための活動をはじめ、付加価

値を付けていきます。 

有名なのはブライアント・パークの事例ですが、42 丁

目の通りにあるニューヨーク市立図書館と一緒にある公

園です。 

1970 年代はこの公園だけではありませんが、行っては

いけない公園と言われていたほど荒廃した場所で、いわ

ゆるドラッグディーラーが取引をしたり、ドラッグを使

用したりしている状況でした。そんなことは日本人から

はあまり考えられないのですが、そういう時代がありま

した。 

公園の周りのビジネス街の事務所ビル等のオーナーが

集まり、まずはその状況をなんとかできないかと所有者

であるニューヨーク市公園課と管理するための「管理協

定書」を締結します。公園の維持管理に加えて、管理協

定の際、再生に向けて協定にレストランやテラスの開設

も含めています。また、それとほぼ同時期に先程の BID

を設定しています。 
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まずは再整備計画です。もともとは階段も狭く、柵が

あっていかにも公園の中は通りから見えない空間でした。

空間構成の課題を解決するために、階段を広くしたり植

栽を整理するなどし、開放的な公園に再整備しました。

今は（図表 34 の写真のように）移動式の椅子が置かれて
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おり、最近では日本でもこういった椅子をよく見ますが、

その発祥の地ともいわれています。最初の頃は移動式の

椅子だったらすぐ持っていかれると言われていたんです

が、今は持っていかれるどころか空いている椅子を探す

のも大変なくらい大人気の公園になっています。 

 

図表３４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 年頃になると一番稼いでくれているのがイベント

賃料です。そして、レストラン収入、BIDは9％で一定程

度しか入っていません。ほとんどがこのイベント賃料と

レストラン収入になります。つまり「あそこでご飯食べ

たいね」、「あそこに行くとなんかやっているから、あそ

こでコーヒーでも飲もう」といったようにみんなが集ま

ってくる。するとイベントをしたい実施者が増え、イベ

ントもウエィティングリストがあるぐらいです。 

また、周辺不動産の価値が上昇しています。ミッドタ

ウンというニューヨークマンハッタンの真ん中にあるエ

リアになりますが、公園周辺は突出したオフィス賃料に

なっています。周辺には有名なスーパーもできていて、

住宅の需要が高まり住宅棟も建ち始め、賃料も上がって

います。そういったことを受けて、全米では公園をキレ

イにすると周りの価値が上がるといったことで、グリーン

フロムグリーンとよばれる、緑をどんどん作っていこう

という動きがあります。 

先程申し上げたイベントというのは、みなさんが SNS

やホームページでも調べられますし、パンフレット等も

たくさん作っており、毎回いろいろなことをやっていま

す。イベントといってもアコーディオンイベントなど

様々ですが、イベント中に演奏者に話しかけている人が

いたりして、気軽なイベントとなっています。イベント

以外にも本が置いてあったり、ゲームコーナーがあった

りとみんなで楽しめるようになっています。 

先程周辺の地価が上がったといいましたが、地価が上

がっただけではなく公開空地の取り組みもあります。ブ

ライアント・パークのワンブロック、1 街区しか離れて

いない公開空地の更新の際に新しいビルの内側にも緑や

移動する椅子が設置される、緑が増えるなどの取り組み

がみられます。 

 

次の話は少し複雑で、先程話をしたブライアント・パ

ークですが、図表 33 の真ん中の四角の緑がブライアン

ト・パークで、周りのビル（ブライアント・パーク周囲

の緑）、これが全部 BID に入っているメンバーです。 

これに対して、マディソン・スクエア・パークは BID

のエリアに公園は含まれません。マディソン・スクエ

ア・パークは NPO が管理しています。つまり BID で全部

をやっているブライアント・パークと、周りは BID だけ

ど真ん中は公園として NPO がやっているというタイプも

あるということを話したいと思っています。 

この公園では現代アートを 1 年間設置したり、また植

栽を管理しています。BID エリアにおいては道路を歩道

にし、そこにベンチや花を置いたりしており、公園の植

栽を管理している NPO と同じ人がやっています。NPO と

BID で管理しているエリアは違いますが、一緒にできる

ところは一緒にやっているということです。 

また、ホームレス対策ということも協働で行っていま

す。ニューヨークにはホームレスが多く、ホームレス対

策はニューヨークの公共空間では大事な仕事というか悩

み事でもあり、BID の仕事にもなっています。ホームレ

スがエリア内にいて「ちょっとすいません、ここから移

動してください」と言っても結局はエリア内の別の場所

にしか移動しなかったりします。だから協働でやらない

と結局エリアのどこかにいるといったことになります。

つまり、管理しているテリトリー的には別々ですが、防

犯やホームレス対策、植栽管理といったイメージ作りと

問題の対応策というのは協働でやっています。 

次にユニオン・スクエアーというところです。BID は

公園周辺のビルの部分（公園を含まない）ですが、それ

とは別にビルの部分と公園を含む広域部分を NPO がマネ

ジメントしています。この場合、広いエリアを NPO がマ

ーケティングするので、それに対して BID からお金が入

ります。公園は NPO が維持管理するので、ニューヨーク

市公園課からもお金が入るというスキームになっていま

す。 
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いつも清掃されキレイであったり、マルシェやスポー

ツイベントをやっていて楽しそうな雰囲気があったりと、

歩いている人や公園を訪れた人など、普通に利用してい

る分にはわからないんですが、誰がどのように管理して

いるかということを見ていくと、実は少しずつ違ったり

するということをここではお話させていただきました。 

ブライアント・パークの事例が非常に有名なので、そ

ればかり話がされますが、実はこの「NPO と BID」、もし

くは「NPO があって BID」といったタイプはいろいろあっ

て、それぞれにやり方が違うということです。 

 

 次にイギリスの BID について話をします。なぜイギリ

スの BID について話すかというと、イギリスでは 10 年ぐ

らい前に導入したばかりで、もし日本で BID を導入する

のならば参考になるからです。 

TCM（タウン・センター・マネジメント）を覚えていら

っしゃる方はいますか？日本も旧中心市街地活性化法

における TCM 構想でかなり勉強しました。 

 

図表３５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、TCM が頭打ちになったのが 1990 年代でした。や

っぱり資金や財源なのです。そこで参考にしたのが BID

でした。BID を導入するにあたっては、地方自治法を改

正しなければならないということで、まずはパイロット

プロジェクトを 22 都市で試行しています。 

アメリカとイギリスの BID で違うのは税です。イギリ

スでは事業税に、一方、アメリカでは不動産税にかかり

ます。その国の税法など法律の作り方が違うので当然で

すが、イギリスの BID の作り方は事業税に負担金が上乗

せされて徴収を行っています。 

また、5 年ごとにチェックが入ることとなっており、5

年ごとに投票が行われます。BID を導入するには、エリ

アが決まっていますので、そこの投票者数も決まってい

るはずで、まず投票率が 50％以上、そして納税者対象者

の 50％以上の賛成が必要となります。これが取れないと

次の 5 年またできるとは限りません。現に失敗して 5 年

のチェックに受からずに落ちてしまったところもすでに

あります。 

図表３６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その負担金がどのくらいなのかというと 1％から 2％で

す。ホテルは 1.5％だけど他は 2％だったり、これも各 BID

が決めればいいことです。活動としては環境、清掃、安

全、交通、プロモーションといったところになっていま

す。 

ロンドンは首相になったボリス・ジョンソンが、ロン

ドン市長だった時に BID を強烈に押し進め、助成金も出

していたので 2018 年末で 48、今は 50ぐらいあります。 

具体的な取り組みについてお話します。レスター・ス

クエアーやピカデリー・サーカスは、ロンドンの観光の中

心でもあり、ナイトツーリズムが盛んです。それは裏を

返せば防犯と清掃が必要なところでした。そこを BID が

なんとかしようということで立ち上がり、プラス 2012 年

にロンドンオリンピックが開催されましたので再整備し

たのがレスター・スクエアーです。歩道と公園の部分を

デザインし直して、もともと歩道だった部分にベンチを

作ったり、公園の植栽みたいなものを少し外に出したり

しています。 

図表３７ 
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おり、最近では日本でもこういった椅子をよく見ますが、

その発祥の地ともいわれています。最初の頃は移動式の

椅子だったらすぐ持っていかれると言われていたんです

が、今は持っていかれるどころか空いている椅子を探す

のも大変なくらい大人気の公園になっています。 
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以外にも本が置いてあったり、ゲームコーナーがあった

りとみんなで楽しめるようになっています。 

先程周辺の地価が上がったといいましたが、地価が上

がっただけではなく公開空地の取り組みもあります。ブ

ライアント・パークのワンブロック、1 街区しか離れて

いない公開空地の更新の際に新しいビルの内側にも緑や

移動する椅子が設置される、緑が増えるなどの取り組み

がみられます。 
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ト・パークで、周りのビル（ブライアント・パーク周囲

の緑）、これが全部 BID に入っているメンバーです。 

これに対して、マディソン・スクエア・パークは BID

のエリアに公園は含まれません。マディソン・スクエ

ア・パークは NPO が管理しています。つまり BID で全部

をやっているブライアント・パークと、周りは BID だけ

ど真ん中は公園として NPO がやっているというタイプも

あるということを話したいと思っています。 

この公園では現代アートを 1 年間設置したり、また植

栽を管理しています。BID エリアにおいては道路を歩道

にし、そこにベンチや花を置いたりしており、公園の植

栽を管理している NPO と同じ人がやっています。NPO と

BID で管理しているエリアは違いますが、一緒にできる

ところは一緒にやっているということです。 

また、ホームレス対策ということも協働で行っていま

す。ニューヨークにはホームレスが多く、ホームレス対

策はニューヨークの公共空間では大事な仕事というか悩

み事でもあり、BID の仕事にもなっています。ホームレ

スがエリア内にいて「ちょっとすいません、ここから移

動してください」と言っても結局はエリア内の別の場所

にしか移動しなかったりします。だから協働でやらない

と結局エリアのどこかにいるといったことになります。

つまり、管理しているテリトリー的には別々ですが、防

犯やホームレス対策、植栽管理といったイメージ作りと

問題の対応策というのは協働でやっています。 

次にユニオン・スクエアーというところです。BID は

公園周辺のビルの部分（公園を含まない）ですが、それ

とは別にビルの部分と公園を含む広域部分を NPO がマネ

ジメントしています。この場合、広いエリアを NPO がマ

ーケティングするので、それに対して BID からお金が入

ります。公園は NPO が維持管理するので、ニューヨーク

市公園課からもお金が入るというスキームになっていま
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いつも清掃されキレイであったり、マルシェやスポー

ツイベントをやっていて楽しそうな雰囲気があったりと、

歩いている人や公園を訪れた人など、普通に利用してい

る分にはわからないんですが、誰がどのように管理して

いるかということを見ていくと、実は少しずつ違ったり

するということをここではお話させていただきました。 

ブライアント・パークの事例が非常に有名なので、そ

ればかり話がされますが、実はこの「NPO と BID」、もし

くは「NPO があって BID」といったタイプはいろいろあっ

て、それぞれにやり方が違うということです。 

 

 次にイギリスの BID について話をします。なぜイギリ

スの BID について話すかというと、イギリスでは 10 年ぐ

らい前に導入したばかりで、もし日本で BID を導入する

のならば参考になるからです。 

TCM（タウン・センター・マネジメント）を覚えていら

っしゃる方はいますか？日本も旧中心市街地活性化法

における TCM 構想でかなり勉強しました。 
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ただ、TCM が頭打ちになったのが 1990 年代でした。や

っぱり資金や財源なのです。そこで参考にしたのが BID

でした。BID を導入するにあたっては、地方自治法を改

正しなければならないということで、まずはパイロット

プロジェクトを 22 都市で試行しています。 
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せされて徴収を行っています。 
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るはずで、まず投票率が 50％以上、そして納税者対象者

の 50％以上の賛成が必要となります。これが取れないと
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たのがレスター・スクエアーです。歩道と公園の部分を

デザインし直して、もともと歩道だった部分にベンチを

作ったり、公園の植栽みたいなものを少し外に出したり

しています。 
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また、次の図（図表 38）もビフォー＆アフターになり

ますが、整備前の写真は黒い柵があり、いかにも公園と

いった感じかもしれませんが、整備後はそれがアルミの

軽い感じで位置が変更されたりしています。また、左の

写真では昔の公園と歩道の境で地面の色が違いますが、

以前は公園に入らないとベンチが利用できませんでした

が、これだったら公園に入らなくても「次はどこ行くん

だっけ」と地図を見たりベンチを利用することが可能で

す。歩道と公園の環境が非常に良くなり、こちらの公園

の中にも人が入りやすくなっています。 

 

図表３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最後の話になりますが、本日はエリアマネジメントの

うち特に「公共空間の利活用」ということでお話をさせ

ていただきましたが、エリアマネジメントということで

あれば、今後取り組む活動としては「環境・エネルギ

ー」、そして「防犯・防災」です。 

エリアの環境やエネルギーをどう考えていくか、エネ

ルギーといっても今は宅配などが多く、それら物流をど

う効率的にするかということも、結果的にはエネルギー

や環境に結び付いてきますので、このあたりも当然考え

ていかなくてはならないでしょう。 

そして防災です。業務であっても、交通拠点であって

も、住宅であっても、災害が発生した際には安心安全で

あること、また都市の真ん中であれば一時避難者をどう

するか、といった課題に対応している街をエリアとして

作っていく必要があります。「なにかあった時には桜町

のあそこに行けば大丈夫なんだ」というように、みんな

に思ってもらえるエリアを作ることが、これからのエリ

アマネジメントには求められているということです。 

最後は駆け足での説明になってしまい大変申し訳あり

ませんが、私の話を終わりにさせていただきたいと思い

ます。ご清聴いただき、ありがとうございました。 
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ご紹介いただきました武内です。蓑茂先生とは長いお

付き合いで、このような機会にお呼びいただきました。

私は元々、緑地環境学という分野で研究教育をしてきま

したが、最近ではサステイナビリティ学という、人間社

会と地球環境の持続可能性をいかに実現できるかについ

ての取組を進めてまいりました。15 年ほど前に「サステ

イナビリティ・サイエンス」という英文学術誌を刊行し

て、今も編集長を続けています。サステイナビリティ・

サイエンスは、SDGs を考える際の重要な学術的アプロー

チと考えており、「ものを統合的にみていく」、「社会

をより持続可能なものに変えていく」ということに大き

な特徴があると思っています。そういう発想を将来の社

会変革にうまくつなげていけるとよいと思って、自分自

身の研究活動を続けているところです。 

今日は SDGs を支える学術的な基盤を踏まえながら、

SDGs の意義と日本社会の中でこれをいかに具体的に展開

していくのかを、私自身がこれまで深く関与した取組と

あわせて紹介させていただきたいと思います。 

 

プラネタリー・バウンダリー 

最初に、少し難しい考え方ですが「プラネタリー・バ

ウンダリー」という考え方を紹介します。これを提唱し

たのは、ヨーロッパを中心にサステイナビリティ・サイ

エンスを推進している研究者のグループです。その代表

格の一人がウィル・シュテファンという人で、オースト

ラリア国立大学の名誉教授であり、長年ストックホル

ム・レジリエンスセンターという、地球環境問題を扱う

非常に有名な研究所でこの概念についての共同研究をし

ています。この人と並んで非常に重要な人物は、ヨハ

ン・ロックストロームという人で、彼はストックホル

ム・レジリエンスセンターの前所長で、現在はポツダム

気候影響研究所の所長です。この二人が中心となって作

られた新しい概念がプラネタリー・バウンダリーです。

日本語で「地球の限界」と訳すと、地球が限界に近付い

ているというイメージが強すぎるので、私たちはあえて

そう訳さずに、そのまま「プラネタリー・バウンダリー」

と日本語でも使っています。この概念が言おうとしてい

るのは、色々な指標で科学的に調べると、人間活動が地

球環境を大きく変えており、その結果、人間の生活にも

大きな負の影響がもたらされているということです。 

ご存じのように、最近も東日本を中心に台風が到来し

て非常に大きな被害が出ました。もちろん想定内の被害、

例えば災害予測図で予測されたところが浸水を受けたと

いうようなこともありますが、それ以外にも全く予想し

なかった被害も発生しています。これまでになかったよ

うな激甚災害が多発する状況になっているのです。この

ことに気候変動の影響が非常に深く関連していることが、

この分野の専門家によって言われるようになってきてい

ます。少なくとも日本は大災害の時代に入っており、そ

うした災害の時代に私たちはどうやって自分たちの生活

を守り、暮らしを維持していくのかが、現在大きな課題

になっています。 

 

この図で、一番上の方で赤くなっている箇所は、生物

種の減少です。今、地球上にある生き物が、人間の手で

第 28 回講演会 日時：令和元年 11 月 14 日（木）15：00～17：00 会場：熊本城ホール３階中会議室 

『SDGs を地域政策に活かす』 

公益財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）理事長   武内 和彦 氏 

 

＜講師プロフィール＞ 

1974 年東京大学理学部卒、76 年同大学院農学系研究科修士修了。東京都立大学理学部助手、東京大学農学部助教授などを経て、

1997～2012 年同大学院農学生命科学研究科教授。2008～2016 年国連大学副学長／上級副学長を兼務。2012～2019 年東京大学サステ

イナビリティ学連携研究機構長。2017 年～地球環境戦略研究機関(IGES)理事長、2019 年～東京大学未来ビジョン研究センター特任

教授。中央環境審議会会長、日本学術会議副会長、国際学術誌 Sustainability Science 編集長などを兼務。 

─ 131 ── 130 ─




